
 

調停人名簿掲載情報 

（Curriculum Vitae） 
 

 

ふりがな 

姓 

みやたけ 

宮  武 

ふりがな 

名 

ま さ こ 

雅  子 

国籍 日本国 

居住国 日本 

対応可能言語 日本語(母国語)、英語(バイリンガルレベル) 

職業／所属 

 ブレークモア法律事務所パートナー弁護士 

 経営法博士、一橋大学大学院国際企業戦略研究科 

 慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 

 東京家庭裁判所調停委員 

 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員 

 第二東京弁護士会仲裁センターあっせん人・仲裁人候補者 

所属団体･役職 

 英国仲裁人協会(Chartered Institute for Arbitrators, CIArb)メンバー 

 日本商事仲裁協会登録仲裁人 

 米国紛争解決協会（Association for Conflict Resolution, ACR）メンバ

ー 

 米国コミュニティ調停協会(National Association for Community 

Mediation, NAFCM) メンバー 

 国際オンブズマン協会 (International Ombudsman Association, IOA) 

メンバー 

資格 弁護士（第二東京弁護士会） 



 

学歴・職歴 

学歴 

 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 博士（経営法）（2017年 3月） 

博士論文「米国のミディエーションと日本の調停に関する比較考察」 

 米国コロンビア・ロースクール LL.M.（Columbia Law School, LL.M. 

NY）（2012年 5月） 

 一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程前期修了（2007年 3月） 

 

職歴 

 慶応義塾大学大学院法務研究科客員教授（2019 年 4 月から現職） 

 スミダコーポレーション社外取締役（2019 年 3 月から現職） 

 ブレークモア法律事務所パートナー弁護士（2018 年 3 月から現職） 

 日本国際紛争解決センター事務局次長（2018 年 12 月から現職） 

 日本国際調停センター運営委員会委員（2018 年 12 月から現職） 

 一橋大学大学院法務研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師（2018 年 4

月から現職） 

 大韓商事仲裁院（Korean Commercial Arbitration Board, KCAB）客

員研究員（2018 年 2 月から 3 月） 

 東京家庭裁判所調停委員（2016 年 4 月から現職） 

 米国連邦地方裁判所ミズーリ州東部地区、セントルイスにおいてイン

ターンを行う (2013 年 2 月から 7 月)。 

 米国コロンビア・ロースクール客員研究員（Columbia Law School, 

Visiting Scholar）（2012 年 8 月から 2014 年 4 月） 

 西村あさひ法律事務所（2004 年 6 月から 2014 年 3 月） 

 古賀総合法律事務所（2002 年 10 月から 2004 年 6 月） 

調停の 
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･認証 

 英国仲裁人協会認定調停人 CIArb Accredited Mediator, The Chartered 

Institute of Arbitrators, UK (2019 年 6 月) 

 米国コミュニティー・コンフェレンス・センター（Community 

Conference Center, Baltimore）ファシリテーター・ワークショップ修

了 (2015 年 2 月) 

 米国ニューヨーク・ピース・インスティチュート (New York Peace 

Institute, NY, USA) 調停マスタークラス修了 (2014 年 1 月) 

 米国ニューヨーク・ピース・インスティチュート（New York Peace 

Institute, NY）調停基礎トレーニング修了(2013 年 12 月) 

 米国ペパーダイン大学ロースクール、ストラウス・インスティチュー

トフォー・ディスピュート・レゾルーション（Pepperdine University 

School of Law, Straus Institute for Dispute Resolution, CA）訴訟事

件に関する調停講座修了 (2013 年 4 月) 

調停スタイル 
Evaluative から Facilitative, Transformative まで案件の内容、性質、当

事者の希望により、自在に対応できる。 



 

調停の経験 

 国際商事紛争、損害賠償請求及び家族法事件の調停人. 

 国際及び国内の調停（商事、労働、家族法）における代理人 

 米国連邦地方裁判所ペンシルバニア州東部地区（フィラデルフィア）、

New York Peace Institute, NY, Community Conference Center, 

Baltimore において調停の傍聴を行う。 

取扱分野･専門分野 
 

□国内事件のみ扱います 

□代理 

□航空法 

■銀行/金融 

■会社法 

□著作権 

□名誉毀損 

■労働法 

■家族法 

■フランチャイズ 

□ＩＴ・通信 

□インフラ・土木・建築 

■相続法 

■保険 

■知的財産 

 

■投資法 

■合弁・パートナーシップ 

□鉱山 

□石油・ガス 

■人身傷害 

□プロフェッショナルマルプラクティス 

■不動産 

■売買・サービス 

■船舶 

■スポーツ・エンターテイメント 

■賃貸借 

■不法行為 

□商標 

■信託 

■その他（M&A、事業再生・倒産 ） 

 


